
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
の
範
囲
等
）

（
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
の
範
囲
等
）

第
四
十
条
の
四

省

略

第
四
十
条
の
四

同

上

２
～
６

省

略

２
～
６

同

上

７

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定

７

同

上

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑴
の

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
の
窒

窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

８

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降

８

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分

め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を

を
除
く
。
）
の
基
準
と
す
る
。

除
く
。
）
の
基
準
と
す
る
。

９

省

略

９

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以

同

上

10

10

下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ

⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四

い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四

十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応

十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ

じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で

、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、

、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

省

略

同

上

11

11

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以

同

上

12

12

1



下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三

自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を

を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以

同

上

13

13

下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一

自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令
で

同

上

14

14

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑴
の

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
の
窒

窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

・

省

略

・

同

上

15

16

15

16

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降

17

17

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
及
び
ロ
の
基
準
と
す
る
。

め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
基
準
と
す
る
。

2



～

省

略

～

同

上

18

23

18

23

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以

同

上

24

24

下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一

自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以

同

上

25

25

下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三

自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を

を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以

同

上

26

26

下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一

自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

3



を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を

同

上

27

27

超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶
の
窒
素
酸
化
物
の
欄

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ハ
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に

に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定

掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

～

省

略

～

同

上

28

32

28

32

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定

同

上

33

33

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑴
の

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
の
窒

窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以

同

上

34

34

下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三

自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を

を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

4



二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以

同

上

35

35

下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一

自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を

同

上

36

36

超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶
の
窒
素
酸
化
物
の
欄

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ハ
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に

に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定

掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令
で

同

上

37

37

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑴
の

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
の
窒

窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

～

省

略

～

同

上

38

41

38

41

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定

同

上

42

42

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

5



一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑴
の

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
の
窒

窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以

同

上

43

43

下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

一

同

上

と
。

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

イ

平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車

窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ

出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一

自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

二

省

略

二

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令
で

同

上

44

44

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑴
の

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
の
窒

窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

省

略

同

上

45

45

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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